
教育研究活動及び課外活動実施に当たっての留意事項 

 

 

１．校内施設の夜間使用について 

  研究室・演習室・実験室等の校内施設を使用できる時間は校舎施錠時間の 22 時ま

でです。（ただし、施錠時間には完全退校していることが必要。） 

特別な事由により、22時以降使用を希望する場合は、「研究室・演習室・実験室等

夜間使用届出書」を使用の３日前までに教育支援グループに提出してください。キャ

ンパス長が修学上やむを得ないと認めた場合のみ、指導教員の指導の下、夜間使用が

可能です。 

届出には学生指導教員の直筆による「使用理由」と、署名が必要です。夜間使用が

必要な場合は早めに届出の準備をしてください。 

※夜間使用可能時間：学部学生は午前０時まで、大学院生は午前６時まで。 

 

２．課外活動時間について 

  校舎内での活動は、校舎の開錠時間（6:30）から施錠時間(22:00)までです。 

なお、課外活動施設の使用時間は、規則により平日の午前 9 時から午後 9 時ま 

でとなるので注意してください。 

 校舎外での活動については特に制限はありませんが、近隣の迷惑となるような

非常識な時間での活動は慎んでください。 

 

３．飲酒による事故防止について 

  課外活動後に飲食を共にする場合には、飲酒による事故防止に努め、上下関係や伝

統等を理由とした飲酒の強要、法律で禁止されている 20 歳未満の飲酒などがないよ

う、十分注意してください。 

  また、路上・公園等での集団飲酒や、飲み過ぎて飲食店に多大な迷惑をかけるなど、

その場の勢いで度の過ぎた行動をとらないよう、大学生としての自覚をもって行動し

てください。 

  ※20 歳未満の飲酒は当然のことですが、その他の場合も、懲戒処分の対象となる

場合があります。 


